
見過ごせない結果を招きます
ひとつの食品・ひとつの店舗での食品表示ミスも

食品表示法に基づく措置の対象となります。

過去に農林水産省が食品表示法に基づき指示・公表した事例

*不適正表示が確認された場合、国又は都道府県等による立入検査のほか改善状況の報告等が必要となります。

*消費者の健康に直結する情報（アレルゲン、期限表示等）も食品表示法で規定されています。

不適正表示の原因不適正表示の内容

消費者に正しい表⽰を届ける意識が低かったこと
表⽰ルールの知識が⼗分になかったこと
表⽰内容をきちんと確認できる体制がなかったこと

さば加⼯品について原料原産地が
「ノルウェー産」であるにもかかわらず
「国内産」と表⽰

見過ごすな不適正表示

不適正表示をすると・・・

! 農林水産省ホームページにてプレスリリース

! 新聞報道などによる社名公表

! 止まない批判

! 顧客離れ、業績低下・・・



その表示、ちょっと待った！
本当に大丈夫？

STOP

今日からはじめる 照合3箇条

1 店舗配信前に 表示ラベルと仕様書・現物表示を 複数者で照合

2 商品に貼る前に 表示ラベルと原料の表示内容を 照合

3 売場に陳列する前に 商品とPOPの表示内容を 照合

本 社 店 舗

仕入責任者
（商品部）

ラベル登録者
（品質管理等）

店舗従業員
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 ラベルを貼る前に

 売場に陳列する前に
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食品表示ミスが起こる主な原因

 作成した表示ラベルを店舗に配信する前に確認する仕組みがない

 仕入れた原料の表示内容と表示ラベル内容の照合を怠った

表示ミスなくす

詳しくは農林水産省ホームページへ

検 索

https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/kansa/kansa_kenshu.html

農林⽔産省消費者⾏政・⾷育課
Tel.03-6744-2099

販売者（表⽰実施者）で
表⽰をチェックしている

⾷品表⽰ミス防⽌の
チェックポイント

製造者であり
表⽰を作成している

失敗しない！
加⼯⾷品の原材料表⽰

表⽰ミスをなくしたい

克服しよう！
ヒューマンエラーと表⽰ミス
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問合せ先：




